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新
潟
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的

に
支

援
す

る
た

め
の

法
律

施
行

細
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
 

平
成
2
7
年
1
2
月
2
5
日
 

新
潟
県
知
事
 
 

泉
 

田
 

 
裕

 
彦

 

新
潟
県
規
則
第
6
2
号
 

新
潟
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総

合
的

に
支

援
す

る
た

め
の

法
律

施
行

細
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

 

 
新

潟
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的

に
支
援

す
る

た
め

の
法

律
施

行
細

則
（

平
成

1
8
年

新
潟

県
規

則
第

5
3号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 
次
の
表
の
改
正
後
の
欄
中
下
線
が
引
か
れ
た
部
分
（

以
下

「
改

正
後

部
分

」
と

い
う

｡
)
に

対
応

す
る

同
表

の
改

正
前

の
欄

中
下
線
が
引
か
れ
た
部
分
（
以
下
「
改
正

部
分

」
と

い
う

｡
)
が

存
在

す
る

場

合
に
は
当
該
改
正
部
分
を
当
該
改
正
後
部
分
に
改
め
、

改
正

後
部

分
に

対
応

す
る

改
正

部
分

が
存

在
し

な
い

場
合

に
は

当
該

改
正
後
部
分
を
加
え
る
。
 

 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
の
表
中
太
線
で
囲
ま
れ
た
部

分
（

以
下

「
改

正
表

」
と

い
う

｡
)
を

当
該

改
正

表
に

対
応

す
る

次
の

表
の
改
正
後
の
欄
の
表
中
太
線
で
囲
ま
れ
た
部
分
に
改
め
る
。
 

改
正

後
 

改
正

前
 

第
４
号
様
式

（
第
４
条
関
係
）
 

自
立
支
援
医
療
費
（
精
神
通
院
医
療
）
支
給
認
定

申
請

書
（

新
規

・
再

認
定

・
変

更
）

 

（
略
）
 

フ
リ
ガ
ナ
 

 
電

話
番

号
 

受
診
者
住
所
 

 

受
診
者
個
人
番
号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
略
）
 

 
 

 
フ
リ
ガ
ナ
 

保
護
者
住
所
 

 
電

話
番

号
 

 
 

 
保
護
者
個
人
番
号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
受

診
者

と
同

一
の

保

険
に

加
入

す
る

者
の

氏
名
及
び
個
人
番
号
 

氏
名
 

個
人

番
号

 

     

 
 

 

（
略
）
 

（
略
）
 

 
個

人
番

号
 

市
町

村
民

税
課

税
証

明
書

（
通

知
書

）
 

市
町

村
民

第
４

号
様

式
（
第

４
条

関
係
）
 

自
立

支
援

医
療
費

（
精
神
通
院
医
療
）
支
給
認
定
申
請
書
（
新
規
・
再
認
定
・
変
更
）
 

（
略

）
 

フ
リ

ガ
ナ

 
 

電
話
番
号

 

受
診

者
住

所
 

 

（
略

）
 

 
 

 
フ

リ
ガ
ナ
 

 

電
話
番
号

 

 
保

護
者
住
所
 

 

 
 

 

 
受

診
者

と
同

一
の

保

険
に

加
入

す
る

者
の

名
前

 

   

 

 
 

 

（
略

）
 

（
略

）
 

 
市

町
村

民
税

課
税

証
明

書
（

通
知

書
）

 
市

町
村

民
税

非
課

税
証
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税
非

課
税

証
明

書
（

通
知

書
）

 
標

準
負

担
額

減
額

認
定

証
 

生

活
保

護
受

給
世

帯
の

証
明

書
 

そ
の

他
収

入
等

を
証

明
す

る
書

類

（
 
 
 
 
）
 

 

 第
６
号
様
式

（
第
５
条
関
係
）
 

支
給
認
定
申
請
内
容
変
更
届
出
書

（
精

神
通

院
医

療
）

 

受 診 者
 

（
略
）
 住
所
 

 

個
人
番
号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

保
護
者
（

受
診
者
が
1
8
歳

未
満
の
場

合
に
記
入
し
て

く
だ
さ
い
｡
) 

（
略
）
 

 

住
所
 

 

個
人
番
号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
略
）
 

 第
７
号
様
式

（
第
６
条
関
係
）
 

医
療
受
給
者
証
（
精
神
通
院
医
療

）
再

交
付

申
請

書
 

受 診 者
 

（
略
）
 住
所
 

 

電
話

番
号

 

個
人
番
号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

保 護 者
 

（
略
）
 住
所
 

 

電
話

番
号

 

個
人
番
号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
略
）
 

（
略
）
 

明
書

（
通

知
書

）
 

標
準

負
担

額
減

額
認

定
証

 
生

活
保

護
受

給

世
帯
の
証
明
書
 
そ
の
他
収
入
等
を
証
明
す
る
書
類
（
 
 
 
 
）
 

 

 

 第
６

号
様

式
（
第

５
条

関
係
）
 

支
給

認
定
申
請
内
容
変
更
届
出
書
（
精
神
通
院
医
療
）
 

受 診 者

（
略

）
 住
所

 
 

保
護

者
（

受
診
者

が
1
8
歳

未
満

の
場

合
に
記

入
し
て

く
だ

さ
い

｡
) 

（
略
）
 

 

住
所
 

 

（
略

）
 

 第
７

号
様

式
（
第

６
条

関
係
）
 

医
療

受
給
者
証
（
精
神
通
院
医
療
）
再
交
付
申
請
書
 

受 診 者

（
略

）
 住
所

 

  

電
話
番
号
 

保 護 者

（
略

）
 住
所

 

  

電
話
番
号
 

（
略

）
 

（
略

）
 

附
 
則
 

こ
の
規
則
は
、
平
成
2
8
年
１
月
１
日
か
ら
施
行
す
る

。
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